
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市では、米国による関税措置や日産自動車株式会社の経営再建策に伴う生産体制縮小の影響を

受ける市内中小企業の販路開拓を支援するため、国内展示会出展にかかる費用の一部を助成する「展

示会出展費用助成金」を創設し、令和７年 12 月 15 日（月）から募集を開始します。 

 

■ 展示会出展費用助成金 制度概要 

 

■ 募集案内及び申請 
募集案内及び申請方法については、次のウェブページをご確認ください。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/tenjikai/tennjikaijyosei.html 

 
 
※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

対象者の 
主な要件 

次のいずれかに該当する市内中小企業 
(1) 米国の関税措置の影響を受けて、売上高、粗利率または売上高営業利益率が 

５％以上減少している。 
(2) 日産自動車株式会社の経営再建策による生産体制縮小の影響を受ける。 

助成率 対象経費の１/２ 
助成限度額 上限 30 万円 
募集件数 10 件程度（先着順） 

主な 
展示会要件 

(1) 事業者との商談を開催趣旨とする展示会であり、販売（即売）を開催趣旨とし 
た展示会ではないこと。 

(2) 日本国内で開催される展示会であること。 
(3) 開催期間が令和８年 1 月５日（月）から始まり、令和８年３月 15日（日） 
までに終了するもの。 

(4) 出展者数が 800 社、または来場者数が 15,000 人以上であること。 
※初回開催の場合は、主催者が公表する目標数で判断します。 

助成対象経費 
(1) 展示会出展料（小間代等） 
(2) 会場設備費（施工費・装飾費、設備リース料、電気使用料） 
(3) 出品物の運搬費 
※展示会開催前であれば、既に支払いが完了している場合も助成対象となります。 

申請期間 令和７年 12月 15 日（月）９時～令和８年２月 20日（金）17時 
その他要件 展示会出展日の３週間前までに申請が必要です。 

お問合せ先 

経済局ものづくり支援課長 大友 靖子  Tel 045-671-3839 

令和７年 12 月 12 日 
経済局ものづくり支援課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

米国の関税措置や日産自動車株式会社の生産体制縮小により 
影響を受ける市内中小企業への支援を強化 

― 展示会出展費用助成金の募集を開始します ―  

横浜市 展示会出展費用助成 検索 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/tenjikai/tennjikaijyosei.html

